
平成２９年度地域力向上事業（地域づくり・振興事業）の概要
（地域政策課）

１．目 的

行政と地域住民が連携し、地域自らが主体となって地域の資源を発見・蓄積・活用し、

地域の課題を解決すると共に、より地域のコミュニティ機能を強化し、魅力ある地域へ

と向上させる取り組みを支援することを目的とする。

２．概 要

（１）対象地域 全市町村

（２）事業主体

市町村（住民自治組織の活動を含む）、ＮＰＯ法人・地域づくり団体等

（３）対象事業

地域で取り組まれる、以下の要件を満たし、当事業の目的に該当するソフト事業

＜要 件＞

○地域力の向上に資する事業であること

○行政と地域住民が密接に連携し、地域住民の自主的、主体的な活動を促す契機と

なること

○地域の資源（人、モノ、環境等）を発見・蓄積・活用した事業であること

○事業趣旨の継続性・発展性が見込まれること

○他地域のモデルとなるような先進的な取組であること

（４）補 助 率 １／２以内

（５）補助上限 １００万円

補助下限 ４０万円

（６）スケジュール

・募集通知 ３月下旬

・募集期間 ３月下旬～４月２５日（地域政策課提出期限）

・審査会 ５月中旬

・交付内示 ５月中旬

・交付決定 ５月下旬～６月中旬

（７）その他

・詳細な補助メニューを限定せず、住民・市町村の提案による創意ある事業を支援。

・従来からの継続事業で単なる財源の振り替えを目的とするものは補助対象外。

・事業期間は単年度。
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地域力向上事業補助金（地域づくり･振興事業）事務手続きの流れ

補助事業者

行政県税事務所 地域政策課

民間団体等 市町村

交 募集実施 募集通知（3月下旬）

付 （3月下旬）

決

定 事業計画作成 事業計画受理 事業計画審査

ま

で 事業計画作成 経 由

審査会(5月中旬)にて補助対象

事業決定

経 由

内示通知受理 内示通知受理 採択通知受理・内示通知 採択通知・予算配付（5月中旬)

（5月中旬)

情報提供 情報把握

交付申請書作成 交付申請書作成 交付申請書受理・審査

経 由 （5月下旬)

↓

交付決定通知書受理 交付決定通知書受理 交付決定（6月中旬)

経 由 情報提供 情報把握

事 事業の実施 事業の実施 （補助事業等への参加等） （補助事業等への参加等）

業 ※概算払が必要の場合 ※概算払が必要の場合

実 概算払請求書作成 概算払請求書作成 概算払請求書受理

施 経 由 ↓

段 補助金受理(概算払分) 補助金概算交付

階 補助金受理(概算払分)

情報提供 情報把握

事 実績報告書作成 実績報告書作成 実績報告書受理・審査

業 経 由

終

了 確定通知書受理 確定通知書受理 補助金額の確定

後 経 由

補助金受理 補助金精算交付

補助金受理

情報提供 情報把握

様 式 第 １ 号

４ 月 ２ ５ 日 (火 ) ま で
に 地 域 政 策 課 へ 提 出

様 式 第 １ 号


